
議案第 16号

北海道市町村総合事務組合規約の一部変更について

地方 自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 286条 第 1項の規定により、北海道市

町村総合事務組合規約を次のように変更するものであります。

令和元年 6月 3、日提出

芽室町長 手 島  旭

北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約

北海道市町村総合事務組合規約 (平成 31年 2月 22日 市町村第 1877号 指令 )

の一部を次のように変更する。

別表第 1空知総合振興局 (33)の項中 「 (33)」 を「 (32)」 に改め、 「、

北空知葬斎組合」を削 り、同表 日高振興局 (16)の項中「 (16)」 を「 (15)」

に改め、 「、 日高地区交通災害共済組合」を削 り、同表十勝総合振興局 (24)の項

中 「 (24)」 を 「 (23)Jに 改め、 「、池北三町行政事務組合」を削る。

別表第 2の 9の項中 「、北空知葬斎組合」、 「、 日高地区交通災害共済組合」及び

「、池北三町行政事務組合」を削る。

附 則

この規約は、地方 自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 286条 第 1項の規定によ

る北海道知事の許可の 日から施行する。

説 明

北空欠日葬斎組合、 日高地区交通災害共済組合及び池北三町行政事務組合が解散、脱

退 したことに伴い、本規約を変更 しようとするものであり、地方 自治法第 290条 の

規定により、議会の議決を得 ようとするものであります。
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北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約新旧対照表

附 貝J(平成 31年市町村第 1877号指令)

(賂)

附 則

この規約は、地方自治法 (昭和 22年法癬第 67号)第 28
6条第 1項の規定による北海道知事の許可の日から施行するハ

別表第 1(第 2条関係)組 合を組織する地方公共団体

附 貝J(平成 31年市町村第 1877号指令)

(略)

別表第 1(第 2条関係) 組合を組織する地方公共団体

Ｉ
Ｐ
ω
６
１

Ⅵ

蝶

が
革

現 行改正案

市町村 。一部事務組合及び広域連合

(略 )

(略)、 北空矢日衛生センター組合、南空知

葬斎組合 (略 )

(略 )

(略)、 日高中部衛生施設組合、 日高中部

広域連合 (略 )

(略)、 北十勝 2町環境衛生処理組合、南

十勝複合事務組合 (略 )

略 )(

管 内

(賂 )

空知総合

振興局

(3 2)

(略 )

日高振興

局

(15)
十勝総合

振興局

23

(略 )

市町村 。一部事務組合及び広域連合

(略 )

(略)、 北空知衛生センター組合、北空知

葬斎組合、南空知葬斎組合 (略 )

(喀 )

(略 )、 日高中部衛生施設組合、 日高地区

交通災害共済組合、 日高中部広域連合

(略 )

(略)、 北十勝 2町環境衛生処理組合、池北

三町行政事務組合、南十勝複合事務組合

(熔 )

)( 略

管 内

(略 )

33

空知総合

振興局

(略 )

日高振興

局

(16)
十勝総合

振興局

(24)
略 )(



現 行改正案

別表第 2(第 3条関係) 別表第2(第 3条関係)

Ｉ
Ｐ
ω
司
―

共同処理する団体

( 略 )

( 略 )

(略)、 北空知衛生センター組合、南空

知葬斎組合 (略)、 日高中部衛生施設組

合、日高中部広域連合 (略)、 北十勝 2

町環境衛生処理組合、南十勝複合事務組

合 (略 )

共同処理す

る事務

1～ 7

(略 )

8(略 )

9 地方公

務員災害

補償法

(日召不日4

2年法律

第 121
号)第 6

9条 の規

定に基づ

く非常勤

の職員の

公務上の

災害又は

通勤によ

る災害に

対する補

共同処理する団体

( 略 )

( 略 )

(略)、 北空知衛生センター組合、北空

知葬斎組合、南空知葬斎組合 (略)、 日

高中部衛生施設組合、日高地区交通災害

共済組合、日高中部広域連合 (喀 )、 北

十勝 2町環境衛生処理組合、池北三町行

政事務組合、南十勝複合事務組合 (略 )

共同処理す

る事務

1～ 7

(略 )

8(略 )

9 地方公

務員災害

補償法

(昭不日4

2年法律

第 121
号)第 6

9条 の規

定に基づ

く非常勤

の職員の

公務上の

災害又は

通勤によ

る災害に

対する補



現 行

(略 )

償に関す

る事務

10(略 )

改正案

(略 )

償に関す

る事務

10(略 )

Ｉ
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ω
∞
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